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令和４年度第１０回智頭町農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和５年１月１０日（火） 午後３時３０分

２．開催場所 智頭町総合センター２階 情報交流室

３．出席委員（１３人）

会 長 １番 小 林 功

会長職務代理者 １４番 小宮山 晃 次

委 員 ２番 草 刈 章 博 ３番 池 本 英 夫

４番 竹 下 るみ子 ５番 葉 狩 健 一

６番 春 摘 要 ７番 長 石 憲太郎

８番 國 岡 美保子 ９番 寺 坂 富 雄

１０番 植 木 克 茂 １２番 細 山 周 一

１３番 國 岡 智 志

４．欠席委員（１人） １１番 前 川 義 憲

５．農業委員会等に関する法律第２９条による出席者（３人）

農地利用最適化推進委員

１６番 寺 坂 靜 雄 １７番 西 沖 和 己

１８番 平 尾 晴 次

６．議事日程

第１ 議事録署名委員の決定

第２ 議案第１号 非農地等現況証明願の決定について

議案第２号 農用地利用集積計画書（案）の意見決定について

７．農業委員会事務局職員

事務局長 山 本 進 書 記 井 上 亮

８．会議の概要
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事務局長

会 長

事務局長

議長(会長)

議長(会長)

（ 開 会 午後３時３０分 ）

ただ今から、令和４年度第１０回智頭町農業委員会総会を開会いたしま

す。

本日は、１４名の委員に対し１３名の出席ですので、総会は成立しており

ます。

開会にあたりまして、小林会長にご挨拶をお願いします。

それでは、開会にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。。

本日は第１０回の総会でございます。先ずは皆さん、令和５年、明けまし

ておめでとうございます。謹んで新年のお慶びを申し上げたいと思います。

また、年頭にあたりまして、やはり皆さんのご多幸とご健勝をお祈り申し

上げたいと思っております。

特に、昨年はコロナ禍の中、ロシアのウクライナ侵攻､円安の影響等によ

り、肥料、燃料、それから飼料といった生産資材の高騰により、食料と農業

を取り巻く環境は一層厳しい状況となっております。

また、農地利用の最適化はもとより、昨年５月の農業経営基盤強化促進法

が一括成立し、それに基づき、今年より地域の農地の未来図を描く「地域計

画」の策定作業の取り組み。これまでの人・農地プラン、これを地域計画と

しての法定化がされたということであります。

今年は全国の農業委員会の統一改選、本県では１５市町村が行われます。

また、食料・農業・農村基本計画の食料安定保障の取り組みなど、課題が山

積致しておりますが、農業委員、農地利用最適化推進委員が、各地域におい

て活動できるよう支援していかなければなりません。

この新しい年が皆さんにとって、この地域農業にとって、実り多き一年と

なりますことを心よりお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども

挨拶とさせていただきます。

ありがとうございました。

それでは引き続き、智頭町農業委員会会議規則第４条の規定により、小林

会長に議事進行をお願いします。

それでは、総会に入ります。

日程第１ 「議事録署名委、員の決定について」を議題とします。

智頭町農業委員会会議規則第１３条第２項に規定する議事録署名委員で

すが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

異議なしということですので、それでは、１３番 國岡智志委員、１４番

小宮山晃次委員にお願いいたします。
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事務局書記

議長(会長)

６ 番

議長(会長)

議長(会長)

議長(会長)

次に、日程第２ 議案第１号「非農地等現況証明願の決定について」を議

題とします。

非農地等現況証明願を次のとおり受理したので決議を求めるものです。

それでは、番号１について事務局に説明を求めます。

議案書の１ページをご覧ください。

番号１です。農地の所在が、大字大内字森本658番１、地目は畑。面積は

３６㎡です。所有者は鳥取市美萩野四丁目424番地３９の●●●●さんです。

非農地の事由としては「昭和１２年頃から墓地として使用し、現在に至る」

となっております。

場所につきましては、申請位置図の１ページをご覧下さい。国道373号沿

いの小又橋と大内橋の丁度中間あたりにある農地となります。２ページに公

図を、３ページに現況の写真を付けております。

以上です。

ただいまの説明に関連して、６番 春摘要委員に現地の事前調査をお願い

しておりますので、調査結果並びに補足説明を求めます。

現地確認をした後、申請者本人、●●●●さんに電話確認しました。

この申請に間違いないこと確認しましたので報告します。

以上です。

説明が終わりました。これより、質疑に入ります。

ただいまの事務局説明、地区担当委員からの説明について、発言のある方

は挙手願います。

（質問、意見なし）

それでは発言がないようですので、採決いたします。

議案第１号 番号１について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙

手をお願いします。

（全員挙手）

全員賛成ですので、議案第１号 番号１は原案のとおり決定いたしまし

た。

次に、日程第２ 議案第２号「農用地利用集積計画書(案)の意見決定につ

いて」を議題とします。

智頭町長より農用地利用集積計画書(案)の提出があったので、意見決定を

求めるものです。

それでは、事務局に説明を求めます。
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事務局書記

議長(会長)

議長(会長)

議長（会長）

議案書の２ページをご覧下さい。

１２月２０日付けで智頭町長から意見決定を求められたものであります。

利用権設定面積ですが、全て田んぼで合計3,998㎡です。利用権を設定す

る者が２名、受ける者が２名となっております。期間につきましては、３年

から５年未満が1,944 ㎡、１０年以上が2,054 ㎡となっております。

それでは３ページで詳細について説明いたします。

（議案書に基づいて、個別の農用地利用集積計画書の内容を説明）

以上です。

説明が終わりました。

それでは質疑に入ります。ただいまの事務局からの説明について、発言の

ある方は挙手願います。

（質問、意見なし）

ないようですので、それでは採決いたします。

議案第２号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。

（全員挙手）

賛成多数ですので、議案第２号は原案のとおり決定することにいたしまし

た。

それでは以上をもちまして、本日の議題は全て終了しました。智頭町農業

委員会第１０回総会を閉会いたします。

（ 閉 会 午後３時３７分 ）
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農業委員会会議規則第１３条第２項の規定により署名捺印する。

令和５年１月１０日

智頭町農業委員会議長 小 林 功

智頭町農業委員会委員 國 岡 智 志

智頭町農業委員会委員 小宮山 晃 次


